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川崎市川崎区田辺新田１番１号 

富士電機株式会社 

代表取締役会長CEO 北澤 通宏 

 

 

吸収合併に係る事後開示事項 

（会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に基づく事後備置書面） 

 

当社は、2025年6月2日付で、株式会社高柳富士（以下、「高柳富士」といいます）との間で締結した合併契約

に基づき、2025年10月1日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、高柳富士を吸収消滅会社とする吸収

合併（以下、「本吸収合併」といいます）を行いました。 

本吸収合併に関する会社法第801条第1項及び会社法施行規則第200条に定める開示事項は、下記の通りで

す。 

 

記 

 

１．吸収合併が効力を生じた日 

2025年10月1日 

 

２．吸収合併消滅会社における会社法第784条の2、第785条、第787条及び会社法第789条の規定による手続 

の経過 

(1)株主の差止請求（会社法第784条の2） 

   該当事項はありませんでした。 

 

(2)反対株主の株式買取請求等（会社法第785条） 

   高柳富士が発行する全株式を当社が所有しているため、該当事項はありませんでした。 

 

(3)新株予約権買取請求（会社法第787条） 

   高柳富士は新株予約権を発行していないため、該当事項はありませんでした。 

 

(4)債権者の保護（会社法第789条） 

高柳富士は、会社法第789条第2項及び第3項の規定に基づき、2025年7月31日付の官報及び電子公

告により、本件吸収合併に係る債権者に対する公告を行いましたが、異議申述期間に異議を述べた債権者

はありませんでした。 

 

３．吸収合併存続会社における会社法第796条の2、第797条及び第799条の規定による手続の経過 

(1)株主の差止請求（会社法第796条の2） 

本吸収合併は会社法第796条第2項に規定する簡易吸収合併に該当するため、同法第796条の2柱書

ただし書の規定により、当社の株主は吸収合併をやめることを請求することができません。 

 



(2)反対株主の株式買取請求等（会社法第797条） 

当社は、会社法第797条第3項及び第4項の規定に基づき、2025年7月31日付電子公告により株主

に対し通知を行いました。 

なお、本吸収合併は会社法第796条第2項に規定する簡易吸収合併に該当するため、同法第797条

第1項ただし書の規定により、当社の株主による株式買取請求権は認められていません。 

 

(3)債権者の異議（会社法第799条） 

当社は会社法第799条第2項及び第3項の規定により、2025年7月31日付の官報及び電子公告によ

り、本件吸収合併に係る債権者に対する公告を行いましたが、異議申述期間までに異議を述べた債権

者はありませんでした。 

 

４．吸収合併による吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項 

  当社は、本吸収合併の効力発生日をもって、高柳富士の権利義務の一切を承継しました。 

 

５．吸収合併消滅会社の事前備置事項 

    別紙１の通りです。 

 

６．吸収合併による変更登記をした日 

    2025年 10月 1日（予定） 

 

７．前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項 

   該当事項はありません。 

 

以  上 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別紙１） 

 

※高柳富士事前開示書面一式添付 

 
 

 

 

 

 

 

 













について、別に計算書を添付してその内容を甲に明示する。

第 8条 (従業員の承継)
甲は、効力発生日において、乙の従業員を引き継ぐものとし、従業員に関する取扱い

については、別途甲乙協議し合意の上これを定める。

第 9条 (善管注意義務)
乙は、本契約締結後効力発生日に至るまでの間、善良なる管理者の注意をもって業務

の執行および財産の管理を行い、乙から甲に承継する資産、負債および権利義務に重大

な影響を及ぼす行為については、あらかじめ甲と協議し合意の上、これを実行する。

第 10条 (変更および解除)
甲および乙は、本契約締結後効力発生日に至るまでの間において、不可抗力その他の

事由により、甲または乙の財産状態または経営状態に著しい変動を生じたときは、協議

し合意の上、本契約を変更または解除することができる。

第 11条 (本契約の効力)
本契約は、以下の各号に定める場合には、その効力を失う。

(1)効力発生日の前日までに、法令等に定められた本合併の実行のために必要な手続が

行われなかった場合

切 効力発生日の前日までに、法令等に定められた本合併の実行のために必要な関係官
庁等の承認等が得られなかった場合

(9 前条の規定に従い本契約が解除された場合
第 12条 (専属的合意管轄 )
本契約に関連する訴訟等についてはは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁

判所とする。

第 13条 (規定外事項)
本契約に定めるもののほか、本合併に関し必要な事項は、本契約の趣旨に基づき甲乙

協議し合意の上、これを決定する。

本契約締結の証として本書 2通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1通を保有する。

2025年 6月 2日

甲 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 1番
富士電機株式会社

代表取締役会長CEO 北澤 通

乙 二重県いなべ市大安町高柳 400番地の 1
株式会社高柳富士

代表取締役社長 浅井 啓次
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